
お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業

①～②間接補助事業 (①補助率1/2、②補助率1/3)、③委託事業

① 脱炭素化促進計画の策定支援 (補助率: 1/2、補助上限 100万円)

CO2排出量50t以上3000t未満の工場・事業場を保有する中小企業に対し、

CO2排出量削減余地の診断および「脱炭素化促進計画」の策定を支援

② 設備更新に対する補助 (補助率: 1/3)

設備補助 A. 「脱炭素化促進計画」に基づく設備更新の補助 (補助上限1億円)

工場・事業場単位で15%削減または主要なシステム系統で30%削減

設備補助 B. i)～iii)を満たす「脱炭素化促進計画」に基づく設備更新の補助

(補助上限5億円)

ⅰ）ガス化または電化等の燃料転換

ⅱ）CO2排出量を4,000t-CO2/年以上削減

ⅲ）システム系統でCO2排出量を30％削減

③ CO2排出量の算定・取引、事例分析

参加事業者のCO2排出量等の管理等、実践例の分析・横展開の方策検討

① 業務部門・産業部門における2030年目標や2050年目標の達成に向けて、工場・事業場における先導的な脱炭素化

に向けた取組を推進する。

(先導的な脱炭素化に向けた取組: 削減目標設定、削減計画策定、設備更新・燃料転換・運用改善の組み合わせ)

② 脱炭素化に向けて更なる排出削減に取り組む事業者の裾野を拡大する。

工場・事業場の設備更新、電化・燃料転換、運用改善による脱炭素化に向けた取組を支援します。

【令和３年度予算（案） 4,000百万円（新規）】

民間事業者・団体

一般令和３年度～令和７年度

環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室 電話：03-5521-8354 FAX：03-3580-1382

■補助・委託先

事業イメージ
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CO2排出削減目標を含む
「脱炭素化促進計画」
の策定
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事業者 支援・補助

① 計画策定補助
CO2排出量50t以上
3,000t未満の工場・
事業場を保有する
中小企業に対し補助

「脱炭素化促進計画」
に基づく設備更新と
排出枠の割当て
基準年度排出量および
目標年度排出量につい
て第三者検証を受検

② 設備更新補助 A
工場・事業場単位で
15%削減または設備
系統で30%削減
設備更新補助 B
設備系統で30%削減
燃料転換
4,000t-CO2/年以上削減

排出枠の償却・取引
削減目標を達成できな
い場合は排出枠取引ま
たは外部調達を実施

③ CO2排出量等の管理
取引システムの提供


